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なお、期日や期限については、各税法、各地方団体の条例や
納税通知書などで必ず確認をしてください。

１０月
□　特別農業所得者への予定納税基準額
等の通知

　　　通知期限…10月16日
□　個人の道府県民税及び市町村民税の
納付（第３期分）

　　　納期限…10月中において市町村の条
例で定める日

□　９月分源泉所得税・住民税の特別徴収
税額の納付

　　　納期限…10月10日
□　８月決算法人の確定申告〈法人税・消
費税・地方消費税・法人事業税・（法
人事業所税）・法人住民税〉

　　　申告期限…10月31日
□　２月、５月、８月、11月決算法人の３月ご
との期間短縮に係る確定申告〈消費税・
地方消費税〉

　　　申告期限…10月31日
□　法人・個人事業者の１月ごとの期間短
縮に係る確定申告〈消費税・地方消費
税〉

　　　申告期限…10月31日
□　２月決算法人の中間申告〈法人税・消
費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税〉（半期分）

　　　申告期限…10月31日
□　消費税の年税額が400万円超の２月、５

月、11月決算法人の３月ごとの中間申告
〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…10月31日
□　消費税の年税額が4,800万円超の７月、
８月決算法人を除く法人・個人事業者
の１月ごとの中間申告（６月決算法人は
２ヵ月分）〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…10月31日

□　所得税の予定納税額の納付（第２期分）
　　　納期限…11月30日
□　特別農業所得者の所得税の予定納税
額の納付

　　　納期限…11月30日
□　所得税の予定納税額の減額申請
　　　申請期限…11月15日
□　個人事業税の納付（第２期分）
　　　納期限…11月中において各都道府県

の条例で定める日
□　10 月分源泉所得税・住民税の特別徴
収税額の納付

　　　納期限…11月10日
□　９月決算法人の確定申告〈法人税・消
費税・地方消費税・法人事業税・（法
人事業所税）・法人住民税〉

　　　申告期限…11月30日
□　３月、６月、９月、12月決算法人・個人
事業者の３月ごとの期間短縮に係る確
定申告〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…11月30日
□　法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮
に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…11月30日
□　３月決算法人の中間申告〈法人税・消
費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税〉（半期分）

　　　申告期限…11月30日
□　消費税の年税額が 400万円超の３月、６
月、12 月決算法人・個人事業者の３月
ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…11月30日
□　消費税の年税額が 4,800万円超の８月、
９月決算法人を除く法人・個人事業者
の１月ごとの中間申告（７月決算法人は
２ヵ月分）〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…11月30日
※　税を考える週間…11月11日～17日

１１月
□　給与所得の年末調整
　　　調整の時期…本年最後の給与の支払

をするとき
□　給与所得者の保険料控除申告書、住宅
借入金等特別控除申告書の提出

　　⑴　提出期限…本年最後の給与の支払
を受ける日の前日

　　⑵　提 出 先…給与の支払者経由、そ
の給与に係る所得税の
納税地の所轄税務署長

□　固定資産税（都市計画税）の第３期分の納付
　　　納期限…12月中の市町村の条例で定める日
□　1 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税

額・納期の特例を受けている者の住民税
の特別徴収額（29年６月～1 1月分）の納付

　　　納期限…12月11日
□　10月決算法人の確定申告〈法人税・消
費税・地方消費税・法人事業税・（法
人事業所税）・法人住民税〉

　　　申告期限…平成 30 年１月４日
□　１月、４月、７月、10月決算法人の３月ご
との期間短縮に係る確定申告〈消費税・
地方消費税〉

　　　申告期限…平成 30 年１月４日
□　法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮
に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…平成 30 年１月４日
□　４月決算法人の中間申告〈法人税・消費
税・地方消費税・法人事業税・法人住民
税〉（半期分）

　　　申告期限…平成 30 年１月４日
□　消費税の年税額が 400万円超の１月、４
月、７月決算法人の３月ごとの中間申告
〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…平成 30 年１月４日
□　消費税の年税額が 4,800万円超の９月、
10 月決算法人を除く法人・個人事業者
の１月ごとの中間申告（８月決算法人は
２ヵ月分）〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…平成 30 年１月４日

１２月
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群馬県からのお知らせ



新会員・部会員紹介

平成２９年度下期「決算税務説明会」日程表

平成２９年度下期「新規設立法人税務説明会」

今後の税務説明会の予定

新会員・部会員紹介

ご入会をご希望の方は法人会事務局まで
お問い合わせください。

法人会は「健全な経営」「正しい納税」「社会貢献」をテーマに
活動をすすめる全国約80万社の、会員組織です。

会　員
募集中

一般社団法人高崎法人会　事務局
　TEL：027-363-4526
　http://www.takasaki-hojinkai.com/
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申込み
方法

１．法人会 会員の皆様 ２．一般の皆様

１名につき１枚の往復はがきで

入場整理券

菊地幸夫

平成29年11月16日（木）
開場 午後５時３０分～　　開演 午後６時３０分～午後８時開場 午後５時３０分～　　開演 午後６時３０分～午後８時開場 午後５時３０分～　　開演 午後６時３０分～午後８時
平平
開開開開開

日時

高崎市総合福祉センター
たまごホール（２Ｆ）
高崎市末広町115-1
TEL：027-370-8822
※駐車場に限りがございますので、乗り合わせや
　公共交通機関等のご利用をお願いいたします。

高
た
高

場所 ３００名
１０月２７日(金) 必着
※定員を超えた場合、抽選とさせていただきますので、
　ご了承ください。

１
※定
　ご

１

定員

締切

講師  菊地幸夫(きくちゆきお)氏　東京都葛飾区 出身

　　弁護士（第二東京弁護士会）。番町法律事務所。中央大学法学部卒業。元司法研修所刑事弁護教官。
　　現在、社会福祉法人練馬区社会福祉事業団理事も務める。
　　また、日本テレビ「行列のできる法律相談所」及び「スッキリ！！」をはじめ、数本の番組にレギュラーとして出演。
　　弁護士業務の傍ら体力作りにも勤しみ、各地のトライアスロン大会へも出場。
　　地元小学生のバレーボールチームの監督等も務めている。 

講師

　　弁護士（第二東
現在 社会福祉

プロフィール
無  料

高崎地区会・渋川地区会・安中地区会・群馬地区会・榛名地区会・松井田地区会・伊香保地区会・箕郷地区会
吉岡地区会・榛東地区会・子持地区会・倉渕地区会・新町地区会・北橘地区会・赤城地区会・吉井地区会

聴
講
希
望申込者

住所

法人会
住所
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高崎地区会　渋川地区会　安中地区会　群馬地区会　榛名地区会 松井田地区会 伊香保地区会 箕郷地区会
吉岡地区会　榛東地区会　子持地区会　倉渕地区会　新町地区会　北橘地区会　赤城地区会　吉井地区会

  全国法人会総連合
平成30年度 税制改正に関する提言

経営者の真価は《言い訳》に出る ビジネス雑談力

喫緊の経営課題「人手不足」に思う

表紙表紙表紙

しんとうふるさと公園祭り （榛東地区会）しんとうふるさと公園祭り （榛東地区会）


